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代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  佐野  健一 
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社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第 29条第２項の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

1. 社外取締役の氏名

社外取締役 内藤 真一郎

社外取締役 原田 静織

2. 責任限定契約の締結日

平成 29年３月 29日

3. 責任限定契約締結の根拠

第 29 条第２項（取締役の責任免除）

当会社は、会社法第 427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）

との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

4. 開示理由

上記社外取締役との間で責任限定契約の内容などに合意が得られ、契約を締結いたしましたの

で、お知らせするものです。 

以 上 


